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○宮古市行政手続法施行細則 

平成１７年６月６日 

規則第１４号 

改正 平成２７年３月２４日規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、行政手続法（平成５年法律第８８号。以下「法」という。）の実施

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（審査基準の公表方法） 

第２条 法第５条第１項の審査基準は、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備

付け、閲覧に供する。 

（標準処理期間の公表方法） 

第３条 法第６条に規定する標準処理期間を定めたときは、別に定めるものを除き、当該

申請の提出先とされている機関の事務所に備付け、閲覧に供する。 

（許認可等拒否処分の理由の提示） 

第４条 法第８条第２項の書面は、宮古市許認可等拒否処分理由説明書（様式第１号）に

よらなければならない。 

（公聴会の開催等） 

第５条 法第１０条の公聴会の開催等については、別に定める。 

（処分基準の公表方法） 

第６条 法第１２条第１項の処分基準を定めたときは、当該処分に係る行政庁の事務所に

備付け、閲覧に供する。 

（不利益処分の理由の提示） 

第７条 法第１４条第３項の書面は、宮古市不利益処分理由説明書（様式第２号）によら

なければならない。 

（聴聞の通知） 

第８条 法第１５条第１項の規定による通知は、宮古市聴聞通知書（様式第３号）により

行わなければならない。 

２ 行政庁が、法第１５条第１項の通知（同条第３項後段の通知をした場合を含む。）を

した場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の
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期日の変更を申し出ることができる。 

３ 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更するこ

とができる。 

４ 行政庁は、前項の規定に基づき聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事

者及び参加人に通知しなければならない。 

（代理人の選任等） 

第９条 当事者は、法第１６条第１項の規定に基づき代理人を選任したときは、行政庁に

届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出及び法第１６条第４項の規定による届出は、宮古市代理人選任

（資格喪失）届（様式第４号）により行わなければならない。 

３ 前２項の規定は、参加人及び法第３０条の不利益処分の名あて人となるべき者の代理

人の選任及び資格の喪失について準用する。 

（参加人） 

第１０条 法第１７条第１項の許可を受けようとする関係人は、宮古市参加人許可申請書

（様式第５号）により、聴聞の期日の１週間前までに申請しなければならない。 

２ 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請を行った関係

人に通知しなければならない。 

（文書等の閲覧） 

第１１条 法第１８条第１項の資料の閲覧の請求は、宮古市資料閲覧請求書（様式第６号）

により行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要と

なった場合の閲覧の請求については、口頭で行うことができる。 

２ 行政庁は、閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日

時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等に通知するものとする。 

３ 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求が

あった場合で、当該審理において閲覧させることができないとき（法第１８条第１項後

段の規定による拒否の場合を除く。）は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等

に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第２２条第１項の規定に

基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。 

（主宰者の指名の手続） 
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第１２条 法第１９条第１項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うも

のとする。 

２ 行政庁は、主宰者が法第１９条第２項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速

やかに新たな主宰者を指名しなければならない。 

（聴聞の審理指揮） 

第１３条 主宰者は、聴聞の円滑な進行その他審理の秩序を維持するため、陳述の制限、

聴聞の進行又は審理を妨げる者の退場、聴聞の中止等必要な措置を講ずることができる。 

（陳述書等の記載事項） 

第１４条 法第２０条第２項又は法第２１条第１項の陳述書及び証拠書類等の提出は、聴

聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因になる事

実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。 

（補佐人の出頭許可申請） 

第１５条 法第２０条第３項の補佐人の出頭の許可を受けようとする当事者又は参加人は、

宮古市補佐人出頭許可申請書（様式第７号）により、聴聞の期日の４日前までに申請し

なければならない。ただし、法第２２条第２項本文（法第２５条後段において準用する

場合を含む。）の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であっ

て既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。 

２ 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当

事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。 

３ 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参

加人が自ら陳述したものとみなす。 

（審理の公開） 

第１６条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人にそ

の旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。 

（聴聞調書及び報告書の記載事項） 

第１７条 法第２４条第１項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項を記載するものと

する。 

(1) 聴聞の件名、期日及び場所 

(2) 主宰者の氏名及び職名 
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(3) 聴聞の期日に出頭した当事者（代理人又は補佐人を含む。以下第５号までにおいて

同じ。）及び参加人の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名 

(4) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人の氏名及び住所並びに出頭しなか

ったことについての正当な理由の有無 

(5) 当事者及び参加人並びに行政庁の職員の陳述の要旨 

(6) 提出された証拠書類等の標目 

(7) その他参考となるべき事項 

２ 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真等主宰者が必要と認めるものを添付してその

一部とすることができる。 

３ 法第２４条第３項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 

(2) 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見及びその理由 

（聴聞調書等の閲覧） 

第１８条 法第２４条第４項の規定による調書及び報告書の閲覧の請求は、宮古市聴聞調

書等閲覧請求書（様式第８号）により行わなければならない。 

２ 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、

速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を当事者又は参加人に通知するものとする。 

（弁明書等の記載事項） 

第１９条 法第２９条第１項の弁明書及び同条第２項の証拠書類等の提出については、第

１４条の規定を準用する。 

（弁明通知書） 

第２０条 法第３０条の規定による通知は、宮古市弁明通知書（様式第９号）により行わ

なければならない。 

（補則） 

第２１条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。 

（平２７規則１４・旧第２３条繰上） 

附 則 

１ この規則は、平成１７年６月６日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日までに、宮古市、下閉伊郡田老町及び同郡新里村を廃し、
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その区域をもって新たに宮古市を設置する前の行政手続法施行細則（平成６年宮古市規

則第２５号）、行政手続法施行細則（平成６年田老町規則第１９号）又は行政手続施行

細則（平成６年新里村規則第１７号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２７年３月２４日規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第１０条関係） 

様式第６号（第１１条関係） 

様式第７号（第１５条関係） 

様式第８号（第１８条関係） 

様式第９号（第２０条関係） 

 


